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お取引先各位 

 

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

先般、株式会社東京証券取引所から発表されました通り、当社株式は 10月 28 日付で「特別注意銘柄」に指定されま

した。今回の事態を受け、お取引先の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し

上げます。 

また、販売・供給、生産、サービスなど当社の事業活動全般においても全てのステークホルダーの皆様にご心配をお

かけしている点についても、改めて深くお詫び申し上げます。 

 

当社の現状および対応方針について、下記の通りご報告申し上げます。 

 

＜事業活動について＞ 

✓ 販売・供給、生産、サービスなどの取引活動にも支障はございません。国内外問わず、現在ご発注いただいてい

る製品・サービスについても、従来通り納品・提供を進めております。 

✓ 今般当社は主要取引銀行との間で総額 6,000 億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。（下記当社

リリース URL 参照：https://www.nidec.com/jp/ir/news/2025/news1104-01/）当社は本契約を機動的な資金調達

手段として活用し、資金流動性の更なる安定化、ならびに財務状況の強化に努めてまいります。 

 

＜調査の進捗および再発防止策の検討について＞ 

✓ 東京証券取引所からの指摘事項は厳粛に受け止めております。当社及び当社グループ一体となり、全社をあげて

第三者委員会による調査及びその他の社内調査等の一環としての外部専門家による調査に対し、全面的に協力し

てまいります。また、今回の東京証券取引所から指摘されている問題について、速やかに改善を行えることは速

やかに行い、一日も早く皆様からの信頼回復ができるように努めてまいります。 

✓ 一刻も早く皆様からの信頼を取り戻したいとの思いから、第三者委員会の調査と並行して、当社として 10 月 30

日付で『ニデック再生委員会』を設置し、内部管理体制の強化に向けた必要な検討を開始しております。 

✓ 今後、同プロジェクトにおいて具体策を順次策定・実行し、開示可能な範囲で随時ご報告申し上げるとともに、

第三者委員会の調査が完了した際には、指摘事項についての再発防止策を定め、速やかに実行してまいります。 

✓ また、調査の状況、内部管理体制の強化及び再発防止策の策定については、進展がございましたら速やかにお知

らせしてまいります。 

 

改めて、当社は、今回の事態を重く受け止め、お取引先の皆様にご心配をおかけしていることを深く反省しておりま

す。経営の信頼回復に向けて、全社一丸となり誠実に対応してまいります。 

引き続きのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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